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　寒冷地手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布します。

　　令和７年10月23日

	 長野県人事委員会委員長　青　木　　　悟

長野県人事委員会規則第18号

　　　寒冷地手当の支給に関する規則の一部を改正する規則

　寒冷地手当の支給に関する規則（昭和39年長野県人事委員会規則第21号）の一部を次のように改正する。

　第１条中「以下「一般職員給与条例」という。）第37条、第38条及び第48条、長野県学校職員の給与に関する条例（昭和29年長野県

条例第２号。次条において「学校職員給与条例」という。）第27条並びに長野県警察職員の給与に関する条例（昭和29年長野県条例第

30号。次条において「警察職員給与条例」という。）第25条」を「次条において「条例」という。）第38条及び第48条」に改める。

　第２条を削る。

　第３条第１項中「一般職員給与条例第38条第１号」を「条例第38条第１号」に、「一般職員給与条例第14条第１項」を「条例第14条

第１項」に、「この条」を「この項」に、「すべて」を「全て」に、「一般職員給与条例別表第８に掲げる地域」を「県内の市町村」に

改め、同条第２項中「一般職員給与条例第38条第１号」を「条例第38条第１号」に、「一般職員給与条例別表第８に掲げる地域」を「長

野県」に改め、同条を第２条とし、第４条を第３条とし、第５条を第４条とする。

　別表を削る。

　　　附　則

　この規則は、令和７年11月１日から施行する。

人事委員会事務局


